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《用語説明》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ行 

● 育 児 休 業 制 度  

労 働 者 が 働 き 続 け な が ら 、 子 ど も を 育 て や す い 環 境 を つ く る た め 、

平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 「 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 育 児 休 業 法 ） 」 が

施 行 さ れ 、１ 歳 未 満 の 子 を 養 育 す る 男 女 労 働 者 は 育 児 休 業 を 取 る こ と が

で き る よ う に な り ま し た 。  

 こ れにより事業主は、要 件 を 満 た し た 労 働 者 の 育 児 休 業 を 拒 む こ と は

できなくなりました。 

● 一 時 的 保 育  

児 童 福 祉 法 第 ２ ４ 条 の 保 育 所 入 所 措 置 要 件 を 満 た な い 一 時 的 又 は

非 定 型 的（ 例：週 ３ 日 断 続 的 ）保 育 に 欠 け る 就 学 前 児 童 を 保 育 す る こ と

です。 

● 延 長 保 育  

 就 労 形 態 の 多 様 化 、通 勤 時 間 の 増 加 等 に 伴 う 保 育 所 の 保 育 時 間 延 長 の

需要に対応するため、従来の延長保育補助制度を見直し、平成６年度から

導 入 された国の補助事業です。 

 事 業 を 実 施 す る 保 育 所 に 対 象 児 童 が ６ 人 以 上 い る こ と が 要 件 と な っ

ています。 

● Ｎ Ｐ Ｏ  

Ｎ Ｐ Ｏ と は 、 Non-Prof i t  Organizat ion の 略 称 で 、 直 訳 す る と 、

非・営利・組織（団体）という意味になります。ここでいう「営利」とは

構 成 員 へ の 利 益 の 分 配 を 意 味 し ま す か ら 、言 い 換 え る と 、Ｎ Ｐ Ｏ は 利 益

分配しない組織（団体）のことです。 

か行 

● 介 護 休 業 制 度  

職 業 生 活 と 家 庭 生 活 の 両 立 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 「 育 児 休 業 等

育児又は家族介護を行う労働者の福 祉 に 関 す る 法 律 」に よ り 、労働者は 、

負 傷 、 疾 病 又 は 身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障 が い に よ り 、 ２ 週 間 以 上 の

期 間 に わ た り 常 時 介 護 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 家 族 を 介 護 す る た め の

休 業 制 度 と な っ て い ま す 。  
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● 家 庭 相 談 員  

 家 庭 に お け る 人 間 関 係 の 健 全 化 及 び 児 童 養 育 の 適 正 化 な ど 家 庭 児 童

の福祉の向上を図るために相談・指 導・援助を行います。 

● 合 計 特 殊 出 生 率  

一 人 の 女 性 が 一 生 の 間 に 何 人 子 ど も を 生 む か を 示 す 時 に 使 わ れ る

出生率で、１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値です。

 この数値が、概ね２．０８を下回 る と 、将 来 、人 口 が 減 少 す る 可 能 性

があります。 

● 子 ど も  

 児 童福祉法における児童（子ども）の 定 義 は 満 １ ８ 歳 に 満 た な い 者 を

いいますが、障 が い の あ る 児 童 の た め の 支 援 策 に よ っ て は ２ ０ 歳 に 満 た

な い 障 が い 者 も 対 象 と な る こ と か ら 、 行 動 計 画 に お け る 子 ど も に は 、

２ ０ 歳 に 満 た な い 障 が い 者 も 含 め て い ま す 。  

さ行 

● 国 勢 調 査  

 国 勢調査は、我が国の人口の状況 を 明 ら か に す る た め 、大 正 ９ 年 以 来

ほぼ５年ごとに行われており、１０ 年 ご と の 大 規 模 調 査 と 、そ の 中 間 年

の 簡 易 調 査 と に 大 別 さ れ て い ま す 。  

● 「 子 ど も と 家 族 を 応 援 す る 日 本 」 重 点 戦 略  

2030 年 以 降 の 若 年 人 口 の 大 幅 な 減 少 を 視 野 に 入 れ 、 制 度 ・ 政 策 ・

意識改革など、あ ら ゆ る 観 点 か ら の 効 果 的 な 対 策 の 再 構 築 及 び そ の 実 行

を 図 る た め 、 ず べ て の 国 民 が 参 加 し て や さ し い 社 会 づ く り を 目 指 し ま

す。 

● 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法  

次 世 代 の 社 会 を 担 う 子 供 た ち が 健 や か に 生 ま れ 、育 成 さ れ る 環 境 を 整

備 す るため、国、地方公共団体、企業、国民 が 担 う 責 務 を 明 ら か に し 、

2015 年（平成 26 年度 ）までの 10 年間 に 集中的かつ計画的に各施策

に 取 り 組 む こ と を 定 め ま し た 。（ 平 成 17 年 4 月 1 日 施 行 ）  

● 児 童 虐 待  

保 護 者 等 か ら 児 童 に 加 え ら れ る 身 体 的・精 神 的 行 為 の こ と で 、身 体 的

虐 待 、 性 的 虐 待 、 ネ グ レ ク ト （ 育 児 ・ 監 護 放 棄 ） 、 心 理 的 虐 待 な ど が

あります。 
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● 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約  

 平 成元年１１月２０日第４４回国 際 連 合 総 会 で 採 択 さ れ 、 日 本 で は 、

平成６年４月２２日批准書を国際連 合事務総長に寄託し、同 年 ５ 月 ２ ２

日に発行した条約です。 

 こ の条約は、１８歳未満の子ども に 大 人 と 同 じ 市 民 的 権 利 を 与 え 、そ

の権利行使を認めています。 

● 児 童 憲 章  

 国民全体の責任ですべて の 子 ど も た ち が 健 や か に 育 ち 、幸 せ に 生 き て

いくことができるようにという趣旨 から生まれた憲章です。 

 こ の憲章は、子どもの持つ権利を 宣 言 し 、そ れ に 対 す る 社 会 の 責 任 と

義 務 を 位 置 付 け て い ま す 。（昭和４４年５月５日制定） 

● 主 任 児 童 委 員  

 民生・児童委員のうち地区を担当する委員 は 、そ れ ぞ れ の 担 当 地 区 で

幅 広 い 福 祉 活 動 に 従 事 し て い る が 、主 任 児 童 委 員 は 、も っ ぱ ら 児 童 問 題

を 専 門に、地区担当の委員と一体と な っ て 活 動 す る こ と を 基 本 に 、地 域

の 子 ど も や 子 育 て 家 庭 の 相 談 相 手 と な っ た り 、 地 区 を 担 当 す る 委 員 と

児 童 福 祉 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 な ど を 行 い ま す 。  

● 障 が い 児 保 育  

 障 が い 児 保 育 の 対 象 と な る 児 童 は 、 ３ 歳 以 上 就 学 前 ま で の 障 が い 児

で 、 集 団 保 育 が 可 能 で あ り 、 か つ 、 日 々 通 所 で き る 児 童 で あ る こ と が

条件です。 

● 少 子 化  

 少 子 化 と は 、 出 生 率 の 低 下 に よ り 子 ど も の 数 が 少 な く な る こ と で す 。

● 少 子 高 齢 化  

少 子 ・ 高 齢 化 と は 、 出 生 率 の 低 下 や 平 均 寿 命 の 伸 長 を 原 因 と し て 、

人口に占める子どもの割合が減り、同時に高齢者の割合が増えることを

いいます。 

 登 別市の人口に占める高齢者（６ ５ 歳 以 上 ） 人 口 の 割 合 （ 高 齢 化 率 ）

は 、平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 時 点 で ２ ２ ．３ ％ と な っ て お り 、全 国 平 均 の

１ ９ ％ を 上 回 っ て い ま す 。  

一 般 に 少 子 ・ 高 齢 化 が 進 行 す る と 、 労 働 人 口 の 減 少 、 活 力 の 低 下 、

消費の停滞、社会保障における現役世代の負担増を招き、市町村においても

保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 に 係 る 財 政 需 要 の 一 層 の 増 大 が 見 込 ま れ る と さ れ て

い ま す 。  

● 児 童 福 祉 週 間  

児 童 福 祉 の 向 上 を 図 る た め 、 昭 和 22 年 以 来 、 毎 年 5 月 5 日か ら の

一 週 間 を「 児 童 福 祉 週 間 」と 定 め 、国・北 海 道 は も と よ り 地 域 社 会 な ど

が 一 体 と な り 、 各 種 啓 発 活 動 を 展 開 し て い ま す 。  
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● 人 口 動 態 統 計  

人 口 動 態 統 計 は 国 勢 調 査 と 並 ぶ 国 の 主 要 統 計 で 、 わ が 国 の 人 口 動 態

事象（出生、死亡、死産、婚姻及び離婚など）の把握や人口、厚生行政

施策の基礎資料を得ることを目的と して実施されています。 

● 生 産 年 齢 人 口  

 生 産 年齢人口とは、１５～６４歳 までの年齢の人口のことです。 

た行 

● 地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー （ セ ン タ ー 型 、 ひ ろ ば 型 等 ）  

 地 域 に お い て 、子 育 て 親 子 が 気 軽 に 集 い 交 流 な ど が で き る 拠 点 を 整 備

することにより、子育てに関する不安や悩み に 応 じ る と と も に 、孤 立 化

等 の 防 止 な ど 、 地 域 の 子 育 て 支 援 機 能 の 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と し て

い ま す 。  

● 通 級 指 導  

 各 教科書の指導は、主として通常 の 学 級 で 受 け な が ら 、障 が い の 状 況

に応じた特別の指導を、特殊学級などの特別な指導の場で行う教育形態。

な行 

● 乳 児 保 育  

国 の 乳 児 保 育 の 制 度 に つ い て は 、 ０ 歳 児 を 対 象 と し 、 設 備 及 び 職 員

配置など適切な保育条件のもとで乳 児保育を行います。 

 当 市では、６か月以上１歳未満の 乳 児 を 対 象 と し て い ま す 。  

は行 

● ハ イ リ ス ク 妊 産 婦  

重 度 の 妊 娠 中 毒 症 、 心 臓 病 な ど の 母 体 疾 患 や 低 出 生 体 重 児 の 出 生 が

予 測 さ れ る 妊 婦 。  
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● バ リ ア フ リ ー 化  

高 齢 者 ・ 障 が い 者 な ど に 対 し 、 市 街 地 に お け る 高 齢 者 ・ 障 が い 者 の

快 適 か つ 安 全 な 移 動 を 確 保 す る た め の 施 設 の 整 備 、 高 齢 者 ・ 障 が い 者

などの利用に配慮した建築物の整備 を図ることをいう。 

（例えば：道路の段差の解消、公共 施設等のスロープ化） 

● フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー  

仕 事 と 育 児 の 両 立 を 図 る た め 、 育 児 の 援 助 を 行 い た い 者 と 、 育 児 の

援 助 を 受 け た い 者 が 会 員 と な っ て 、地 域 に お い て 実 施 す る 育 児 に 関 す る

相 互 援 助 活 動 を 支 援 す る 組 織 で す 。  

● 夫 婦 の 完 結 出 生 児 数  

 夫 婦 の 完 結 出 生 児 数 は 、結 婚 し た 夫 婦 が 生 涯 に 生 む 子 ど も の 数 を い い

ます。 

● フ ォ ロ ー 児  

 発 育・疾病等の経過を観察する必 要がある乳幼児をいいます。 

● フ レ ッ ク ス タ イ ム 制  

１ か 月 以 内 の 一 定 の 期 間 の 総 労 働 時 間 を 定 め て お き 、 労 働 者 が そ の

範囲内で出社退社時刻を自分で決定 す る 勤 務 体 制 を い い ま す 。  

● 放 課 後 児 童 ク ラ ブ  

 昼 間 保 護 者 の い な い 家 庭 の 小 学 校 低 学 年 児 童（ 主 と し て 小 学 校 １ 年 生

～ ３ 年 生 ） に 対 し 、 児 童 館 、 児 童 セ ン タ ー を 活 用 す る ほ か 、 保 育 所 や

学校の空き室、団地の集会室など身 近 な 社 会 資 源 を 利 用 し 、放 課 後 児 童

の育成・指導、遊びによる発達の助 長 な ど を 図 る 仕 組 み で す 。  

ら行 

● 療 育  

療 育 と は 、 医 療 的 配 慮 の も と に 行 わ れ る 心 身 障 が い 児 の 育 成 活 動 を

いいます。 

● 夫 婦 の 出 生 力  

夫 婦 が「 子 ど も を 産 も う と す る 意 志 」を表 す 場 合 に 用 い ら れ ま す 。例

え ば 、結婚後１５年の年齢の高い夫婦の理想 の 子 ど も の 平 均 人 数 が ２ ．

５人で、実際は２．０人、実際は予 定を含めて１．７人となります。 

こ の よ う に「理 想 」と「現 実 」と も に 若 年 層 の 夫 婦 が 減 少 し て い る こ

と か ら 、「 出 生 力 が 低 下 し て い る 。」と表現されます。 




